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1. はじめに 

台湾専利法（特許、実用新案、意匠の 3 種）の改正法が 2011 年 12 月 21 日に公布され、2013 年 1 月 1 日に施行さ

れました。 

しかしながら、上記改正法の施行前から一部の条文（専利法第 32 条、同第 41 条、同 97 条、同 116 条、及び同

159 条）に対して改正すべき旨が取沙汰されてきました。そのような状況下で、一部の国会議員が、改正法案を作成

し、2013 年 5 月 31 日に立法院に提出し、この改正法案が立法院を通過しました。なお、今回の改正法は、2013 年

6 月 13 日に施行されました。 

 

以下に、上記改正法のうち、専利法第 32 条、第 41 条、第 116 条に係る特・実同一出願について説明します。 
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